
公社保有地売却応募要領 

一般競争入札 

 

 

入札参加申込期間  

 令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 (木 )か ら １ １ 月 ２ ６ 日 (金 )ま で  

 

入札書提出期間  

 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 (水 )か ら １ ２ 月 ２ ３ 日 (木 )ま で   

 

入札参加申込受付及び入札書提出場所  

 〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  

 千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号 （ 柏 市 役 所 本 庁 舎 ３ 階 財 政 課 内 ）  

 柏 市 土 地 開 発 公 社  

 電 話  ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４ １ ４ ３  

 

開札日  

 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 （ 金 ）  午 前 １ ０ 時 か ら  

 

開札場所  

 千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

  柏 市 役 所 本 庁 舎 ５ 階  臨 時 入 札 室  

 

 

柏市土地開発公社 

 

（ 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ ） http://www.city.kashiwa.lg.jp/ 
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１ 売 却 物 件 一 覧  
  

今回の一般競争入札による売却物件は，下表のとおりです。 

 

物件 
番号 

所  在 

地 目 

最低売却価格 

（参考） 
最低売却価格の 
1 平方メートル 
当たり単価 

面 積 
（㎡） 

１ 

柏市（柏都市計画事業
柏北部中央地区一体型
特定土地区画整理事業
区域内１４０街区１画
地及び２画地） 

雑種地 

4,800,000,000 円 約 306,359 円/㎡

15,667.90 

※本売却物件は，柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理 

 事業において，仮換地指定を受けた土地です。 

 表中の地積は，実測によるものです。なお，換地処分に当たり，本面積 

 と異なる登記面積となった場合においても売買代金の精算は行いません。 

 

 (1) 次の制限や条件が付されます。 

  ア 現地説明会は行いません。 

  イ 入札希望者は，物件調書をご覧の上，申込み前に現地を必ず確認して 

   ください。 

  ウ 売却物件は，令和３年１２月３１日までの間，柏市土地開発公社にお

いて，他の事業者に対して，土地の使用を許可しており，現況の土地

上には駐車場が存在します。今回の一般競争入札をもって決定する譲

受人への土地の引渡しは，現在の土地使用者による原状回復後の令和

４年３月１日以降に行う予定です。 

    ただし，当該土地使用者において，譲受人と協議及び調整した場合は，

この限りではありません。 

    なお，現在の土地使用者から使用期間の延長の申し出があった際は，

協議及び調整をお願いする可能性があります。 

  エ 所有権移転は柏市土地開発公社が所有する「土地及びその定着物」の 

   みが対象であり，現在の土地使用者が設置している工作物等（駐車場関 

   係工作物，アスファルト，単管パイプ）は対象ではありません。 

  オ 土壌汚染，地盤調査及び地下埋設物調査は行っていません。 

  カ ホームページ上に，物件についての関係図面（画地確定図等）を掲載 

   していますので，確認してください。この面積と現況が符合しないこと 

   を理由に，契約の締結を拒んだり，契約締結後も異議を述べることはで 

   きませんので，あらかじめご了承のうえ，入札に参加してください。 

  キ 図面と現況が相違している場合は，現況を優先します。 



２ 

 

２ 入札参加者の資格と落札者の決定方法   

 

１  入 札 参 加 者 の 資 格  

  次 の (1)か ら (11)以 外 の 方 で あ れ ば ， ど な た で も 参 加 で き ま す 。  

(1) 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 す る 者  

(2) 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ８ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に  

 関 す る 法 律 第 ２ ０ 条 の 規 定 に 該 当 す る 者  

(3) 手 形 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら 公 告 日 ま で の 期  

  間 に お い て ２ 年 を 経 過 し て い な い 者 及 び 入 札 日 前 ６ 月 以 内 に 手  

  形 又 は 小 切 手 の 不 渡 り を 出 し た 者  

(4) 会 社 更 生 法 の 適 用 を 申 請 し た 者 で ， 同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら  

  の 更 生 手 続 き 開 始 決 定 が さ れ て い な い 者  

(5) 民 事 再 生 法 の 適 用 を 申 請 し た 者 で ， 同 法 に 基 づ く 裁 判 所 か ら  

  の 再 生 手 続 き 開 始 決 定 が さ れ て い な い 者  

 (6) 法 人 等 （ 個 人 ， 法 人 又 は 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 役 員 等

（ 個 人 で あ る 場 合 は そ の 者 ， 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若

し く は 営 業 所 （ 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ） の 代 表 者 ，

団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 ， 理 事 等 ， そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与

し て い る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が ， 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る

不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団

員 （ 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） で あ る 者  

 (7) 法 人 等 の 役 員 等 が ， 自 己 ， 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益

を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て ， 暴 力 団 又

は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る 者  

 (8) 法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て ， 資 金 等 を

供 給 し ， 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力

団 の 維 持 ， 運 営 に 協 力 し ， 若 し く は 関 与 し て い る 者  

 (9) 法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な

が ら こ れ を 不 当 に 利 用 す る な ど し て い る 者  

 (10) 法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ



３ 

 

れ る べ き 関 係 を 有 し て い る 者  

 (11) 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 の 適

用 を 受 け る 団 体  

※  (1)及 び (2)は ， ５ ０ ペ ー ジ の ≪ 参 考 ≫  関 係 法 令 抜 粋 を  

 参 照 し て く だ さ い 。  

２  落 札 者 の 決 定 方 法  

  開 札 の 結 果 ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 が 事 前 に 定 め た 最 低 売 却 価 格 以

上 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 方 の う ち ， 最 も 高 い 価 格 で 入 札 し た 方

を 落 札 者 と し ま す 。  



４ 

 

３ 一般競争入札による公社保有地売却の流れ 

≪入札参加方法等≫ 

 公 社 保 有 地 売 却 の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 場 合 に は ， 入 札 参 加 申

込 書 類 を 柏 市 土 地 開 発 公 社 ま で 持 参 に て 提 出 す る こ と に よ り 申 し 込

ん で く だ さ い 。  

 申 込 受 付 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 後 ， 申 込 者 に は 入 札 に 必 要 な 書 類

を 送 付 し ま す の で ， 入 札 保 証 金 を 納 付 の 上 ， 必 要 事 項 の 記 入 や 押 印

等 を 行 っ た 書 類 を 柏 市 土 地 開 発 公 社 ま で 持 参 に て 提 出 し て く だ さ い 。  

 な お ， 開 札 の 結 果 は ， 入 札 者 全 員 に 郵 送 で 通 知 す る と と も に ， 柏

市 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し ま す 。  

 

          【 持 参 に 限 る 】  

          ○ 令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 (木 )か ら  

           令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 (金 )ま で の 間 に 参 加

申 込 み を し て く だ さ い 。  

           午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 正 午 ま で ， 及 び 午 後 １  

           時 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で 受 け 付 け ま す 。  

            

          ○ 入 札 金 額 の ５ ％ 以 上 の 金 額 を 入 札 ま で の 間  

           に 納 付 し て く だ さ い 。  

 

 

          【 持 参 に 限 る 】  

          ○ 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 (水 )か ら  

           令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日 (木 )ま で の 間 に  

           入 札 書 類 を 持 参 し て く だ さ い 。  

           午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 正 午 ま で ， 及 び 午 後 １  

           時 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で 受 け 付 け ま す 。  

 

          ○ 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 (金 )午 前 １ ０ 時 か  

           ら 行 い ま す 。  

           場 所  柏 市 役 所 本 庁 舎 ５ 階  臨 時 入 札 室  

 

入 札 参 加 申 込 み 及 び

入 札 参 加 資 格 確 認  

 

入 札 保 証 金 の 納 付  

 

開   札  

 

入   札  



５ 

 

≪契約の締結，所有権の移転等≫  

 開 札 終 了 後 ， 落 札 者 に は 落 札 通 知 書 及 び 契 約 に 必 要 な 書 類 を 送 付

し ま す の で ， 譲 渡 申 請 書 を 柏 市 土 地 開 発 公 社 ま で 提 出 し て く だ さ い 。  

 そ の 後 ， 売 買 契 約 を 締 結 し ， 速 や か に 契 約 保 証 金 を 納 付 し て く だ

さ い 。 ま た ， 土 地 の 引 渡 し ま で に 売 買 代 金 を 納 付 し て く だ さ い 。  

 売 買 代 金 の 入 金 確 認 が で き ま し た ら ， 土 地 の 引 渡 し ， 柏 市 土 地 開

発 公 社 の 嘱 託 に よ る 所 有 権 移 転 登 記 を 行 い ま す 。 登 記 完 了 後 ， 登 記

識 別 情 報 通 知 の 受 渡 し を 行 っ て 公 社 保 有 地 売 却 の 手 続 き は 完 了 と な

り ま す 。  

          ① 令 和 ４ 年 １ 月 ２ １ 日 （ 金 ） ま で に 譲 渡 申 請      

           書 ほ か 必 要 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 売 買 契 約 の 締 結   ② 売 買 契 約 の 締 結 に 係 る 事 務 処 理 等 に つ い て  

           は ， 令 和 ４ 年 ２ 月 中 旬 を 目 途 に 進 め て ま い  

           り ま す 。  

 

          ① 契 約 締 結 後 速 や か に 売 買 代 金 の １ ０ ％ 以 上

の 金 額         の 契 約 保 証 金 （ 入 札 保 証 金 は ， 契 約 保 証 金      

           に 充 当 ） を 納 付 し て く だ さ い 。  

          ② 土 地 の 引 渡 し ま で に 売 買 代 金 （ 売 買 代 金 と  

           契 約 保 証 金 と の 差 額 ） を 納 付 し て く だ さ い 。  

 

           ○ 売 買 代 金 の 入 金 確 認 後 ， 令 和 ４ 年 ３ 月 １  

           日 （ 火 ） 以 降 に 土 地 の 引 渡 し を 行 う 予 定 で  

           す 。  

          ○ 所 有 権 の 移 転 登 記 は ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 が  

           嘱 託 に よ り 行 い ま す 。  

          ○ 所 有 権 移 転 登 記 完 了 後 ， 登 記 識 別 情 報 通    

           知 の 受 渡 し を 行 い ま す （ ３ 月 中 旬 目 途 ） 。  

 

※ 詳細については，４ 入札参加方法等及び５ 契約の締結，所有権の移転等を 

 必ずお読みください。 

  なお，売買契約締結以降の日程については，落札者との協議の上，変更が生じ

る場合があります。 

 

売 買 契 約 締 結  

 

売 買 代 金 納 付  

  土 地 の 引 渡 し  

 

所 有 権 移 転 登 記 申 請  

 

所 有 権 移 転 登 記 完 了  
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４ 入札参加方法等  

 

１   入 札 参 加 申 込 み 及 び 参 加 資 格 確 認  

 (1) 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 方 法  

   本 要 領 の 「 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 」 ， 「 誓 約 書 」 及 び 「 土  

  地 利 用 計 画 書 」 に 必 要 事 項 を 記 入 ・ 押 印 （ 印 鑑 登 録 の あ る 印  

  （ 実 印 ） ） の 上 ， 添 付 書 類 を 添 え て ， 受 付 期 間 内 に 受 付 場 所 へ  

  直 接 持 参 し て く だ さ い 。  

  ▽  添 付 書 類 （ (ｱ)及 び (ｲ)は 発 行 よ り ３ か 月 以 内 の も の ）  

    (ｱ) 「 印 鑑 証 明 書 」  

    (ｲ) 「 住 民 票 」 （ 法 人 の 場 合 は 「 登 記 事 項 証 明 書 」 ）  

    (ｳ) 「 委 任 状 」 （ 代 理 人 に よ る 入 札 を 希 望 す る 場 合 の み ）  

     ※  入 札 書 等 を 入 札 者 本 人 名 義 で 作 成 で き な い 場 合 （ 入

札 者 本 人 の 押 印 が で き な い 場 合 ） に 代 理 人 に よ る 入 札

が で き ま す 。 こ の 代 理 人 に よ る 入 札 を 希 望 す る 場 合 に

「 委 任 状 」 が 必 要 と な り ま す 。  

   【 注 意 】  

    ・ 落 札 後 の 売 買 契 約 の 締 結 や 所 有 権 移 転 登 記 に つ い て は ，  

    「 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 」 に 記 載 さ れ た 名 義 で 行 い ま す  

    の で ， 共 有 を 希 望 さ れ る 場 合 は ， 必 ず 連 名 で お 申 込 み く だ  

    さ い 。  

     な お ， 連 名 者 が ３ 者 以 上 の 場 合 は ， 「 一 般 競 争 入 札 参 加  

    申 込 書 」 ， 「 誓 約 書 」 及 び 「 土 地 利 用 計 画 書 」 を コ ピ ー し  

    て 使 用 し て く だ さ い 。  

    ・ 連 名 で 申 し 込 む 場 合 は ， 連 名 者 全 員 の 添 付 書 類 が 必 要 で  

    す 。  

 (2) 受 付 期 間  

   令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 (木 )か ら  

令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 (金 )ま で  

  ア  受 付 時 間 は ， 午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 正 午 ま で ， 及 び 午 後 １ 時  

   か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で と し ま す 。  

  ※ 申 込 み に 際 し て は ， 事 務 を 円 滑 に 進 め る た め ， 事 前 に ご 連 絡  
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   く だ さ い 。  

 (3) 受 付 場 所  

   〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  

   千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

   柏 市 土 地 開 発 公 社 （ 柏 市 役 所 本 庁 舎 ３ 階 財 政 課 内 ）  

 (4) 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 の 確 認  

   一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 を 受 付 後 ， 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 行  

  い ， そ の 結 果 ， 参 加 資 格 の 有 無 に つ い て は ， 文 書 に よ り 通 知 し

ま す 。  

   (注 ) 入 札 参 加 資 格 確 認 結 果 に 関 す る 異 議 等 に つ い て は 一 切  

     応 じ ま せ ん 。  

  (5) 土 地 利 用 計 画 書 に 係 る 意 見  

   提 出 さ れ た 土 地 利 用 計 画 に つ い て は ， 下 記 入 札 関 係 書 類 に 併

せ て 柏 市 土 地 開 発 公 社 の 意 見 を 通 知 し ま す 。  

   な お ， １ ４ ペ ー ジ の 「 ５  契 約 等 に 付 す る 条 件 」 ， ２ ９ ペ ー

ジ の 「 土 地 売 買 契 約 仕 様 書 」 の 内 容 に 適 合 し な い と 認 め ら れ

る 場 合 は ， 入 札 に 参 加 で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

 (6) 入 札 関 係 書 類 の 送 付 に つ い て  

   入 札 参 加 資 格 確 認 後 ， 次 の 入 札 関 係 書 類 を 柏 市 土 地 開 発 公 社  

  か ら 送 付 し ま す 。  

  ▽  入 札 関 係 書 類 （ 柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 送 付 す る 書 類 ）  

    「 通 知 文 」 ， 「 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 の 写 し 」 ， 「 入 札

書 」 ， 「 入 札 保 証 金 納 入 申 出 書 」 ， 「 入 札 保 証 金 返 還 用 請

求 書 」 ， 「 入 札 書 提 出 用 封 筒 」  

    な お ， 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ 日 （ 金 ） ま で に 入 札 関 係 書 類 が  

   届 か な い 場 合 は ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 （ ℡ ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４  

   １ ４ ３ ） ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  

    ま た ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 の 指 示 に よ り ， 書 類 の 追 加 ・ 補 正

提 出 を 行 う 際 は ， 令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 （ 水 ） ま で に 提 出

く だ さ い 。  

 (7) 入 札 参 加 に あ た っ て の 留 意 事 項  

  ア  売 却 物 件 は ， 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 柏 市 土 地 開

発 公 社 に お い て ， 他 の 事 業 者 に 対 し て ， 土 地 の 使 用 を 許 可
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し て お り ， 現 況 の 土 地 上 に は 駐 車 場 が 存 在 し ま す 。 今 回 の

一 般 競 争 入 札 を も っ て 決 定 す る 譲 受 人 へ の 土 地 の 引 渡 し は ，

現 在 の 土 地 使 用 者 に よ る 原 状 回 復 後 の 令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日 以

降 に 行 う 予 定 で す 。  

    た だ し ， 当 該 土 地 使 用 者 に お い て ， 譲 受 人 と 協 議 及 び 調 整

し た 場 合 は ， こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

    な お ， 現 在 の 土 地 使 用 者 か ら 使 用 期 間 の 延 長 の 申 し 出 が あ

っ た 際 は ， 協 議 及 び 調 整 を お 願 い す る 可 能 性 が あ り ま す 。  

  イ  所 有 権 移 転 は 柏 市 土 地 開 発 公 社 が 所 有 す る 「 土 地 及 び そ の  

   定 着 物 」 の み が 対 象 で あ り ， 現 在 の 土 地 使 用 者 が 設 置 し て い  

   る 工 作 物 等 （ 駐 車 場 関 係 工 作 物 ， ア ス フ ァ ル ト ， 単 管 パ イ  

   プ ） は 対 象 で は あ り ま せ ん 。  

    現 地 説 明 会 は 行 い ま せ ん の で ， 入 札 希 望 者 は 事 前 に 公 募 要  

   領 の 案 内 図 等 に よ り ， 必 ず 現 地 を 確 認 し て く だ さ い 。 ま た ，  

   土 地 の 利 用 制 限 や 関 係 法 令 等 に つ い て も 調 査 確 認 を 行 っ て く  

   だ さ い 。  

    入 札 後 ， 物 件 に 関 す る 不 知 や 不 明 を 理 由 と し て ， 異 議 を 申

し 立 て る こ と は で き ま せ ん 。  

    な お ， 現 地 確 認 に 際 し て は ， 周 辺 住 民 の 迷 惑 と な ら な い よ

う に 注 意 し て く だ さ い 。  

  ウ  「 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 」 は 楷 書 で 記 入 し て く だ さ い 。  

  エ  参 加 申 込 に 必 要 な 書 類 が 受 付 期 間 内 に 受 付 場 所 に 到 着 し な

い 場 合 や 書 類 に 不 備 が あ っ た 場 合 は ， 入 札 に 参 加 で き ま せ ん

の で ご 注 意 く だ さ い 。  

２  入 札 保 証 金  

 (1) 入 札 保 証 金 の 額  

   各 自 が 見 積 る 入 札 金 額 の １ ０ ０ 分 の ５ 以 上 （ 円 未 満 切 り 上  

  げ ） の 額 を 入 札 保 証 金 と し て 納 付 し て く だ さ い 。  

  ※ 入 札 保 証 金 は ， 各 自 が 入 札 す る 金 額 の １ ０ ０ 分 の ５ 以 上 （ 円  

   未 満 切 り 上 げ ） に な り ま す 。 最 低 売 却 価 格 の １ ０ ０ 分 の ５ 以  

   上 で は あ り ま せ ん 。 な お ， 払 込 手 数 料 は 各 自 の 負 担 と な り ま  

   す の で ， ご 注 意 く だ さ い 。  

 (2) 納 付 方 法  

   柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 送 付 さ れ た 通 知 文 等 に 基 づ き ， 入 札 ま  

  で の 間 に 納 付 し て く だ さ い 。  

   【 注 意 】  

    ・ 落 札 者 が 契 約 を 締 結 し な か っ た 場 合 に は ， 入 札 保 証 金 は  
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    返 還 し ま せ ん 。  

      ・ 落 札 者 以 外 （ 入 札 辞 退 者 を 含 む ） の 方 が 納 付 し た 入 札 保

証 金 は ， 開 札 終 了 後 ， 「 入 札 保 証 金 返 還 用 請 求 書 」 に 記 載

さ れ た 金 融 機 関 （ 郵 便 局 を 除 く ） の 預 金 口 座 へ 振 込 む 方 法

に よ り 返 還 し ま す 。  

     な お ， 振 込 手 続 き に は ， ３ 週 間 程 度 要 し ま す の で ご 了 承  

    く だ さ い 。  

    ・ 返 還 金 額 は ， 入 札 保 証 金 か ら 振 込 手 数 料 を 除 い た 金 額 と

な り ま す （ 振 込 手 数 料 は ， 金 融 機 関 に よ り 異 な り ま す ） 。  

    ・ 落 札 者 の 入 札 保 証 金 は ， 契 約 保 証 金 又 は 売 買 代 金 に 充 当  

    し ま す 。  

    ・ 入 札 保 証 金 に は 利 息 を 付 し ま せ ん 。  

３  入 札  

 (1) 入 札 方 法  

   柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 送 付 さ れ た 入 札 関 係 書 類 を 柏 市 土 地 開

発 公 社 ま で 持 参 に て 提 出 し て く だ さ い 。  

  ※  入 札 に 際 し て は ， 事 務 を 円 滑 に 進 め る た め ， 事 前 に ご 連 絡

く だ さ い 。  

  ▽  提 出 書 類 （ ４ ４ ペ ー ジ 以 降 の 記 入 例 を 参 照 の こ と ）  

   (ｱ) 入 札 書 提 出 用 封 筒 及 び 入 札 書 （ 「 入 札 書 提 出 用 封 筒 」 に

「 入 札 書 」 の み を 入 れ て 封 を し ， 印 鑑 登 録 の あ る 印 （ 法 人

の 場 合 は 代 表 者 印 ） で 割 印 を し て く だ さ い ）  

   (ｲ) 入 札 保 証 金 納 入 申 出 書 （ 領 収 書 の 写 し （ 領 収 印 が あ る も

の ） を 添 付 し て く だ さ い ）  

    (ｳ) 入 札 保 証 金 返 還 用 請 求 書 （ 必 要 事 項 を 記 入 ）  

   【 注 意 】  

     書 類 が 入 札 期 間 内 に 到 着 し な い 場 合 や 書 類 に 不 備 が あ っ  

    た 場 合 は ， 入 札 に 参 加 で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

 (2) 入 札 期 間   

   令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 (水 )か ら 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日 (木 )ま  

  で の 間 に ， 入 札 書 類 を 持 参 し て く だ さ い 。  

 (3) 提 出 先  

   〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  
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   千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

   柏 市 土 地 開 発 公 社 （ 柏 市 役 所 本 庁 舎 ３ 階 財 政 課 内 ）  

 (4) 入 札 の 無 効  

   次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は ， 無 効 と し ま す 。  

  ア  入 札 参 加 資 格 の 無 い 者 が し た 入 札  

  イ  所 定 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な い 者 が し た 入 札  

  ウ  記 載 事 項 の 不 明 な 入 札 又 は 記 名 押 印 の な い 入 札  

  エ  金 額 を 訂 正 し た 入 札 又 は 意 思 表 示 が 不 明 瞭 な 入 札  

  オ  同 じ 物 件 に つ い て ２ 通 以 上 の 入 札 を し た 入 札  

  カ  入 札 に 関 し 不 正 行 為 の あ っ た 入 札  

  キ  入 札 書 が 所 定 の 日 時 を 過 ぎ て 到 着 し た 入 札  

  ク  そ の 他 入 札 条 件 に 違 反 し た 入 札    

 (5) 入 札 の 辞 退  

   開 札 ま で は ， い つ で も 入 札 を 辞 退 す る こ と が で き ま す 。 入 札

を 辞 退 す る と き は ， ３ ９ ペ ー ジ の 「 入 札 辞 退 届 」 を 柏 市 土 地

開 発 公 社 へ 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 し て く だ さ い 。 た だ し ，

郵 送 に つ い て は 開 札 日 の 前 日 ま で に 到 着 す る も の に 限 り ま す 。  
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４  開 札  

 (1) 開 札 日 時   

   令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 (金 ) 午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら  

 (2) 開 札 場 所  

   〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  

   千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

   柏 市 役 所 本 庁 舎 ５ 階  臨 時 入 札 室  

 (3) 開 札 へ の 参 加   

   開 札 へ の 参 加 は 任 意 で す が ， 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防  

  止 の 観 点 か ら ， １ 入 札 者 １ 名 ま で と さ せ て い た だ き ま す 。  

   開 札 に 参 加 さ れ る 場 合 に は ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 郵 送 し た  

  「 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 」 の 写 し を 持 参 し て く だ さ い 。 な お ，  

  入 札 者 以 外 の 方 の 入 場 は で き ま せ ん 。  

   【 注 意 】  

    ・ 開 札 会 場 の 受 付 は ， 開 札 時 間 の １ ０ 分 前 か ら 行 い ま す 。  

     開 札 時 間 に な る と 会 場 を 閉 鎖 し ， そ れ 以 降 の 入 場 は 認 め  

     ま せ ん の で ， 余 裕 を 持 っ て お 越 し く だ さ い 。  

    ・ 開 札 の 結 果 ， 落 札 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 入 札 者  

     が ２ 者 以 上 あ る と き は ， 直 ち に く じ に よ っ て 落 札 者 を 決  

     定 し ま す 。 当 該 入 札 者 が 開 札 会 場 に い な い 場 合 及 び く じ  

     を 引 か な い 者 が あ る と き は ， こ れ に 代 え て 当 該 入 札 事 務  

     に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る こ と と し ま す 。  

    ・ 再 度 入 札 は 行 い ま せ ん 。  

 (4) 結 果 の 通 知 ・ 公 表   

  ア  開 札 の 結 果 通 知 は ， 開 札 日 の 翌 日 以 降 に 入 札 者 全 員 に ， 郵  

   送 に よ り 行 い ま す 。  

  イ  開 札 の 結 果 公 表 は ， 入 札 執 行 日 時 及 び 場 所 ， 落 札 者 の 個

人 ・ 法 人 の 別 ， 落 札 金 額 （ 個 人 の 場 合 は 非 公 開 ） を 柏 市 の

ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る こ と に よ り 行 い ま す （ 当 該 入 札 が

執 行 さ れ た 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 掲 載 し ま す 。 ） 。  
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５ 契約の締結，所有権の移転等  

１  譲 受 人 の 決 定 及 び 売 買 契 約 の 締 結  

(1) 「 譲 渡 申 請 書 」 の 提 出  

  ア  入 札 終 了 後 ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 落 札 者 へ 「 落 札 通 知

書 」 及 び 契 約 に 必 要 な 書 類 を 郵 送 し ま す 。  

  イ  「 譲 渡 申 請 書 」 を 作 成 し ， 下 記 関 係 書 類 を 添 付 の 上 ， 令 和  

   ４ 年 １ 月 ２ １ 日 （ 金 ） ま で に 提 出 し て く だ さ い 。  

   提 出 が 必 要 な 書 類 は 次 の と お り で す 。 た だ し ， 状 況 に 応 じ ，  

   追 加 で 書 類 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

   ①  役 員 等 名 簿 （ 個 人 の 方 は ， 住 民 票 の 写 し ） （ 発 行 か ら ３  

    か 月 以 内 の も の ）  

   ②  法 人 （ 会 社 ） 概 要 書  

     【 添 付 書 類 】  

      ・ 登 記 事 項 証 明 書  

      ・ 納 税 証 明 書 （ 法 人 税 に つ い て 直 近 の も の ）  

      ・ 会 社 定 款  

      ・ 会 社 経 歴 書  

      ・ 決 算 書 （ 最 近 ３ か 年 の も の ）  

   ③  資 金 計 画 書  

     土 地 代 金 の 調 達 方 法 が 分 か る も の 。 自 己 資 金 と 借 入 金 等  

    の 種 別 毎 に 記 入  

     【 添 付 書 類 】  

      ・ 預 金 残 高 証 明 書 （ １ か 月 以 内 の も の ）  

      ・ 融 資 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  

   ※  上 記 書 類 の う ち ， 入 札 参 加 申 込 時 に 提 出 し た も の に  

    つ い て は ， 変 更 が 生 じ た も の の み 提 出 し て く だ さ い 。  

     な お ， 指 定 様 式 及 び 他 に 所 定 機 関 よ り 発 行 さ れ る 書 類 を  

    除 き ， 自 由 様 式 と し ま す 。  

 (2) 売 買 契 約 の 締 結  

  売 買 契 約 の 締 結 は ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 理 事 会 の 議 決 を 得 た 後

に ， 入 札 者 の 名 義 で ， 令 和 ４ 年 ２ 月 中 旬 を 目 途 に 進 め て ま い り

ま す 。 な お ， 売 買 契 約 に つ い て 柏 市 土 地 開 発 公 社 理 事 会 の 議 決
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を 得 ら れ な い と き は ， こ の 契 約 の 締 結 は 行 い ま せ ん 。 こ の 場 合 ，

契 約 を 締 結 し な い こ と を 原 因 と す る 損 害 の 賠 償 に つ い て は ， 柏

市 土 地 開 発 公 社 は そ の 責 任 を 一 切 負 い ま せ ん （ 入 札 保 証 金 に つ

い て は ， ８ ペ ー ジ の 落 札 者 以 外 の 方 が 納 付 し た 場 合 と 同 様 に 返

還 し ま す ） 。  

  ま た ， 期 日 ま で に 契 約 を 締 結 さ れ な い 場 合 に は ， 落 札 は 無 効

と な り ， 入 札 保 証 金 は 柏 市 土 地 開 発 公 社 に 帰 属 す る こ と と な り

ま す 。 そ の 場 合 は ， 開 札 の 結 果 ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 が 事 前 に 定

め た 最 低 売 却 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 方 の う ち ， 二 番

目 に 高 い 価 格 で 入 札 し た 方 を 落 札 者 と し ま す 。  

２  売 買 代 金 等 の 納 付 方 法  

 (1) 契 約 保 証 金 の 納 付  

   売 買 契 約 締 結 後 速 や か に ， 契 約 保 証 金 と し て ， 売 買 代 金 の １  

  ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 で 柏 市 土 地 開 発 公 社 が 指 定 す る 額 を ， 柏 市 土  

  地 開 発 公 社 か ら 送 付 さ れ た 通 知 文 等 に 基 づ き 納 付 し て く だ さ い  

  （ 契 約 保 証 金 に は 入 札 保 証 金 を 充 当 し ま す の で ， 実 際 は ， 契 約  

  保 証 金 と 入 札 保 証 金 の 差 額 を 納 付 い た だ き ま す 。 ） 。  

 (2) 売 買 代 金 の 納 付  

   売 買 代 金 と 契 約 保 証 金 と の 差 額 を ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 か ら 送  

  付 さ れ た 通 知 文 等 に 基 づ き 土 地 の 引 渡 し ま で に 納 付 し て く だ さ  

  い 。  

 ※  契 約 保 証 金 の 納 付 の 際 に 残 金 を 合 わ せ て 納 付 し て い た だ く こ

と も で き ま す 。  

 【 注 意 】  

  契 約 保 証 金 は ， 売 買 代 金 の 納 付 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に は ， 柏  

 市 土 地 開 発 公 社 に 帰 属 す る こ と と な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  

３  所 有 権 の 移 転 等  

 (1) 土 地 の 引 渡 し  

   売 買 代 金 の 完 納 後 に 柏 市 土 地 開 発 公 社 が 指 定 す る 日 に 土 地 の  

  引 渡 し を 行 い ， 引 渡 し の 完 了 時 に 所 有 権 を 移 転 す る も の と し ま

す 。 な お ， 令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日 以 降 に 土 地 の 引 渡 し を 行 う 予 定 で

す 。  
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 (2) 所 有 権 の 移 転 登 記  

   所 有 権 の 移 転 登 記 は ， 土 地 の 引 渡 し 後 ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 が

嘱 託 に よ り 行 い ま す 。 登 記 に あ た っ て は ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 が

指 定 す る 必 要 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 【 注 意 】  

  ※ 地 目 変 更 登 記 を 行 う 場 合 は ， 譲 受 人 に よ り 実 施 し て く だ さ い 。  

 ※ 移 転 登 記 後 に ， 譲 受 人 に よ る 千 葉 県 柏 区 画 整 理 事 務 所 へ の 権

利 変 更 届 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

４  そ の 他 必 要 な 費 用  

  売 買 契 約 書 に 貼 付 す る 収 入 印 紙 及 び 所 有 権 移 転 登 記 に 必 要 な 登

録 免 許 税 等 ， 本 契 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 し て 必 要 な 一 切 の 費 用 は ，

譲 受 人 の 負 担 と な り ま す 。  

５  契 約 等 に 付 す る 条 件  

  売 買 契 約 を 締 結 す る に あ た り ， 次 の 条 件 を 付 し ま す 。  

  (1) 譲 受 人 は ， 都 市 計 画 法 ， 建 築 基 準 法 ， 柏 市 条 例 な ど 関 係 法 令  

    及 び 各 種 の 指 導 要 綱 等 を 遵 守 す る と と も に ， 周 辺 環 境 を 考 慮 し  

    た 適 切 な 土 地 利 用 を 図 っ て く だ さ い 。  

 (2) 開 発 等 に 必 要 な 手 続 き 及 び 関 係 機 関 ・ 隣 接 地 権 者 等 と の 協 議  

  は ， 譲 受 人 に お い て 行 っ て く だ さ い 。 ま た ， 近 隣 住 民 へ の 事 前  

  説 明 を 徹 底 す る よ う に し て く だ さ い 。  

 (3) 本 物 件 は ， 複 合 用 途 型 産 業 創 出 地 区 を 目 指 す 「 イ ノ ベ ー シ ョ  

  ン キ ャ ン パ ス 地 区 」 ＊ の 中 心 と な る 画 地 で す 。 都 市 計 画 等 の 諸

計 画 や ま ち づ く り の 基 準 等 に つ い て 十 分 な 調 査 ・ 検 討 を 行 っ

て 事 業 計 画 を 策 定 す る と と も に ， 建 築 物 の 建 設 ・ 整 備 及 び 事

業 の 実 施 に あ た っ て は 柏 市 等 関 係 機 関 と 十 分 な 調 整 ・ 検 討 を

行 い な が ら 進 め る こ と を 義 務 付 け る こ と と し ま す 。 な お ， ま

ち づ く り の 基 準 は 次 に 掲 げ る と お り と し ま す 。  

    ＊ 柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 で は ， 柏 の 葉 キ ャ ン  

     パ ス 駅 の 北 側 ， 国 道 16 号 沿 道 エ リ ア を 「 イ ノ ベ ー シ ョ  

       ン キ ャ ン パ ス 地 区 」 と 位 置 づ け ， 交 通 至 便 で 大 学 に も  

       近 い 立 地 や ， 大 規 模 敷 地 の 残 る 土 地 条 件 の 優 位 性 ， 2 

       号 調 整 池 を 中 心 と す る 水 ・ 緑 の 環 境 を 活 か し た 複 合 用  

       途 型 産 業 創 出 地 区 の 形 成 を 目 指 し て い ま す 。  
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   ア  柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 ２ ０ １ ９ 改 訂 版 （ 千 葉 県 ，  

   柏 市 ， 東 京 大 学 ， 千 葉 大 学 ）  

イ  イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 地 区 ま ち づ く り ビ ジ ョ ン  

ウ  複 合 用 途 型 産 業 創 出 地 区 （ イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 地  

区 ） の う ち コ モ ン 地 区 に お け る 土 地 利 用 指 導 指 針  

   エ  柏 北 部 中 央 ・ 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 駅 周 辺 地 区  地 区 計 画  

   オ  柏 市 景 観 ま ち づ く り 条 例  

   カ  柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 委 員 会 に よ る 審 議  

 キ  【 主 な 制 約 】  

  計 画 敷 地 に お い て は ， 「 柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構   

 想 」 の コ ン セ プ ト 及 び 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 地 区 ま   

 ち づ く り ビ ジ ョ ン 」 を 踏 ま え た 上 で ， 業 務 機 能 や 商 業 機 能 を  

 提 供 す る 施 設 を 立 地 す る も の と し ま す 。  

 ま た ， 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 」 の 中 心 と な る 区 画 に  

相 応 し い 当 該 地 区 の ま ち づ く り を 先 導 す る 土 地 利 用 を 実 現 す  

る た め ， 「 柏 北 部 中 央 ・ 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 駅 周 辺 地 区 地 区 計  

画 」 に 定 め る 建 築 物 の 用 途 制 限 を 遵 守 す る と も に ， 次 の 施 設  

を 建 築 し な い こ と を 売 却 の 条 件 と し ま す 。  

  (ｱ) 住 宅 ， 共 同 住 宅 ， 寄 宿 舎 ， 下 宿 ， グ ル ー プ ホ ー ム ， 老     

      人 ホ ー ム ， 福 祉 ホ ー ム そ の 他 こ れ に 類 す る も の 等 の 住 居 系  

      の 用 途 の 建 築 物  

 (ｲ) (ｱ)に 掲 げ る 用 途 を 含 む 複 合 建 築 物  

  (ｳ) 神 社 ， 寺 院 ， 教 会 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設  

  (ｴ)  自 動 車 教 習 所  

 (ｵ) 中 古 車 販 売  

 (ｶ) 葬 祭 場   

 (4) 譲 受 人 は ， 本 件 土 地 の 売 買 代 金 の 支 払 能 力 を 有 し ， 建 設 資 金

及 び 事 業 資 金 の 調 達 能 力 を 有 す る 者 で な け れ ば な り ま せ ん 。  

  (5) 土 地 売 買 契 約 書 に 違 反 す る と ， 契 約 解 除 の 対 象 と な り ， 契 約  

  解 除 が 行 わ れ た 場 合 に は 違 約 金 （ 土 地 売 買 代 金 の ２ ０ ％ に 相 当  

  す る 額 ） の ほ か 別 途 損 害 賠 償 義 務 が 発 生 す る の で ， あ ら か じ め  

  土 地 売 買 契 約 書 （ 案 ） を 確 認 し ， そ の 内 容 を 承 諾 の 上 ， 入 札 に  

  参 加 し て く だ さ い 。  
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   ま た ， 次 の 項 目 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き も 同 様 で す 。  

  ア  法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る と き  

  イ  法 人 等 の 役 員 等 が ， 自 己 ， 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利

益 を 図 る 目 的 ， 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て ，

暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き  

  ウ  法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て ， 資 金 等

を 供 給 し ， 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的

に 暴 力 団 の 維 持 ， 運 営 に 協 力 し ， 若 し く は 関 与 し て い る と

き  

  エ  法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り

な が ら こ れ を 不 当 に 利 用 す る な ど し て い る と き  

  オ  法 人 等 の 役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ

れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と き  

６  そ の 他 注 意 事 項  

 (1) 歩 道 の 切 り 下 げ 又 は 敷 地 内 の 電 柱 （ 設 置 予 定 も 含 む ） の 移 設

及 び 撤 去 に つ い て は ， 関 係 機 関 と 十 分 協 議 し て く だ さ い 。 な

お ， 本 件 土 地 の 利 用 に 当 た っ て 必 要 な 工 事 費 用 等 に つ い て は ，

譲 受 人 の 負 担 と し ま す 。  

 (2) 境 界 標 は ， コ ン ク リ ー ト 杭 ， 金 属 標 ， 金 属 鋲 ， プ ラ ス チ ッ ク  

  杭 ， 石 杭 又 は 木 杭 等 に よ り 設 置 さ れ て い ま す が ， 現 状 の ま ま で  

  の 引 渡 し と な り ま す 。 な お ， 境 界 標 の 補 修 や 打 ち 直 し は 譲 受 人

の 負 担 と な り ま す 。  

 (3) 建 築 行 為 等 を 実 施 す る に あ た っ て は ， 土 地 区 画 整 理 法 第 ７ ６

条 の 規 定 に よ る 建 築 行 為 の 申 請 ， 許 可 が 必 要 に な り ま す 。 譲

受 人 の 責 任 に お い て 許 可 を 得 て く だ さ い 。  

  (4) 入 札 参 加 者 が 本 件 入 札 に 要 し た 費 用 に つ い て は ， す べ て 入 札

参 加 者 が 負 担 す る も の で あ り ， 柏 市 土 地 開 発 公 社 は 一 切 負 担

し ま せ ん の で ， あ ら か じ め ご 承 諾 の 上 ， 入 札 に 参 加 し て く だ

さ い 。  

 (5) 必 要 な 基 盤 整 備 （ 上 下 水 道 ， ガ ス ， 電 気 ， 電 話 等 ） は 譲 受 人

の 負 担 と 責 任 で 行 っ て く だ さ い 。  

 (6) 埋 設 物 の 調 査 及 び 撤 去 工 事 を 行 う 場 合 は ， 譲 受 人 の 責 任 と 負

担 で 行 っ て く だ さ い 。  



 

１７ 

 

６ 物 件  調 書  

 

○  物件調書は，入札参加希望者が現地を確認するための

参考資料です。 

 

○  売却物件は，令和３年１２月３１日までの間，柏市土 

 地開発公社において，他の事業者に対して，土地の使用 

 を許可しており，現況の土地上には駐車場が存在します。 

 今回の一般競争入札をもって決定する譲受人への土地の 

 引渡しは，現在の土地使用者による原状回復後の令和４ 

 年３月１日以降に行う予定です。 

  ただし，当該土地使用者において，譲受人と協議及  

 び調整した場合は，この限りではありません。  

  なお，現在の土地使用者から使用期間の延長の申し出 

 があった際は，協議及び調整をお願いする可能性があり 

 ます。  

 

○  所有権移転は土地開発公社が所有する「土地及びその

定着物」のみが対象であり，現在の土地使用者が設置し

ている工作物等（駐車場関係工作物，アスファルト，単

管パイプ）は対象ではありません。 

 

○  土壌汚染，地盤調査及び地下埋設物調査は行っていま

せん。 

 

○  土地の利用制限や関係法令等についても調査確認を行

ってください。 

 

○  柏市ホームページ上に，物件についての関係図面（画

地確定図等）を掲載してありますので，確認してくださ

い。  

 

○  図面と現況が相違している場合は，現況を優先します。  



［物件調書］

【140街区1画地及び2画地】

地目

面積（仮換地指
定面積）

用途地域

容積率

上水道 可

雨水排水 可

汚水排水 可

都市ガス 可

交　通

(現地まで)
鉄　道 つくばエクスプレス　柏の葉キャンパス駅　約0.4㎞

京葉ガス㈱お客様コールセンター

東京電力エナジーパートナー㈱

　　　柏の葉キャンパス駅北連絡線（幅員20ｍ）

東側：柏市道21139号線（幅員12ｍ） 建築基準法42条1項1号

建築基準法42条1項1号

区域区分 市街化区域 第二種住居地域

柏北部中央・柏の葉キャンパス駅周辺地区地区計画

柏市こども部保育運営課

柏市私立幼稚園協会

柏市都市部建築指導課 建築確認申請，建築物環境配慮計画

柏市都市部宅地課 開発行為関係

柏市環境部環境政策課 省CO2対策，開発行為等環境配慮計画

保育園関係

対象地接道状況

建築基準法42条1項4号

西側：柏市道21138号線（幅員12ｍ）

都市計画法・建
築基準法に基づ
く制限

建ぺい率 60% 200%

地区計画
地区名称：住宅地区Ｂ

南側：都市計画道路3・4・46号

所在地
柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区
画整理事業地内140街区1画地及び2画地）

権利

15,667㎡　（140街区1画地　10,755㎡，140街区2画地　4,912㎡）

土地区画整理事業の仮換地使用収
益権及び従前地の所有権

雑種地

供給施設の整備
状況

供給施設

047-361-0211

電　気 可
カスタマーセンター千葉第二

0120-99-5555

※可は，宅地内引き込み接続工事を要するが，接続可能

事業所名 電話番号

柏市水道部給水課 04-7166-3182

柏市土木部河川排水課 04-7167-1404

柏市土木部下水道維持管理課 04-7167-1434

柏市都市部都市計画課 都市計画

柏市都市部住環境再生課 景観計画関係

事業所名 内容

千葉県柏区画整理事務所 柏北部中央地区土地区画整理事業

柏市都市部北部整備課 柏の葉国際キャンパスタウン構想

04-7167-1145

04-7167-1146

04-7167-1695

04-7167-1137

04-7140-9686

電話番号

04-7134-1247

04-7167-1249

04-7167-1144

04-7167-2528

小中学校関係 04-7191-7367

幼稚園関係 04-7166-7719

※物件調書は，入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料であり，必ず入札参加者自身において，現地及び諸規制に
ついて調査確認を行ってください。

　なお，従前地は柏市正連寺字柏山伝兵衛受489-3及び柏市正連寺字出山434-19の一部です。
・建築行為等の実施するにあたっては，土地区画整理法第76条の許可が必要です。
　譲受人の責任において許可を得てください。

　◎参考事項　（物件の現況，法令上の制限等に関する特記事項）
・本物件は，対応する従前地の売買となり，従前地の所有権移転登記となります。

関係機関

柏の葉アーバンデザインセンター 景観重点地区

柏市教育委員会　学校教育部学校教育課
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［建設指針］

【140街区1画地及び2画地】

都市計画 区域区分

用途地域
第二種住居地
域

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％

防火指定

高度地区

地区計画 地区の名称

景観計画 景観重点地区

まちづくりガ
イドライン

柏の葉国際キャ
ンパスタウン構
想

留意事項 法令等の遵守

供給処理施設

供用施設計画

敷地造成計画

ユニバーサルデ
ザインの配慮

省ＣＯ２対策

開発行為等環
境配慮計画

建築物環境配慮

近隣対応

施設計画にあたっては，「千葉県建築物ユニバーサルデザイン整備指
針」に配慮してください。

柏市地球温暖化対策条例及び柏の葉国際キャンパスタウン構想のＣＯ
２削減目標に則した対策を講じてください。

アクションエリアに指定していることから，柏市地球温暖化対策条例に
基づき，温暖化対策の開発行為等環境配慮計画の策定と低炭素まちづ
くり事業の実施に関する協定の締結をしてください。

柏市建築物環境配慮制度により，延床面積の合計が2,000平方メートル
以上の新築等（新築，増築又は改築）を行う建築物は「特定建築物」とし
て，環境配慮計画書の提出が義務付けられます。
・環境配慮計画書の概要や「CASBEE柏」（評価システム）による環境性
能評価の結果は柏市ホームページ等で公表されます。
・販売を目的とした建築物の広告をする場合は，広告中に環境性能を表
示する標章（ラベル）を掲載する必要があります。
なお，詳細は柏市建築指導課に確認してください。

譲受人が住宅等の建設に際し，工事等に伴う騒音，振動，ほこり等の工
事公害及び，住宅を建設したことにより起因する電波障害，風害等の周
辺への影響については，譲受人の責任において適切な対策を講じてく
ださい。

敷地の地盤高は，引渡し時の造成高になります。地盤高を変更する場
合は柏区画整理事務所へ確認してください。

市街化区域

防火地域及び準防火地域の指定なし

第二種高度地区

柏北部中央・柏の葉キャン
パス駅周辺地区地区計画

住宅地区Ｂ

柏の葉２号調整池周辺景観重点地区に該当します。この内容・基準に
十分配慮した計画をお願いするとともに柏の葉アーバンデザインセン
ター又は柏市住環境再生課と協議の上，柏市住環境再生課に届出をお
願いします。

柏の葉国際キャンパスタウン構想に掲げている目標の具体化に向けた
取り組みに配慮してください。
＊柏の葉アーバンデザインセンター及び柏市と協議してください。

関係法令，条例，要綱等を遵守してください。

供給処理施設（上水道，下水道，電気，電話，ガス等）の接続等につい
ては，各管理者に事前に確認してください。物件調書参照。

用途に応じた適正な規模の駐車場，駐輪場を敷地内に確保してくださ
い。
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 ７ 土地売買契約書（案） 

 

柏 市 土 地 開 発 公 社 を 甲 と し ， 〇 〇 を 乙 と し ， 次 の 条 項 に よ り ， 土

地 売 買 契 約 を 締 結 す る 。  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  甲 は ， 乙 に 対 し ， 次 に 掲 げ る 土 地 （ 以 下 「 本 件 土 地 」 と い

う 。） を 売 り 渡 し ， 乙 は ， こ れ を 買 い 受 け る 。  

 (1) 所 在 地   千 葉 県 柏 市 （ 柏 都 市 計 画 事 業 柏 北 部 中 央 地 区 一

体 型 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域 内 １ ４ ０ 街 区 １

画 地 及 び ２ 画 地 ）  

(2) 面  積   １ ５ ， ６ ６ ７ ． ９ ０ 平 方 メ ー ト ル  

(3) 従 前 地   本 件 土 地 に 対 応 す る 従 前 の 土 地 の 表 示 は 別 表 の

と お り  

（ 本 件 土 地 の 利 用 等 に 係 る 条 件 ）  

第 ２ 条  本 件 土 地 の 利 用 等 に 係 る 条 件 は ， 別 紙 土 地 売 買 契 約 仕 様 書

に 定 め る と お り と す る 。  

 （ 売 買 代 金 ）  

第 ３ 条  本 件 土 地 の 売 買 代 金 （ 以 下 「 売 買 代 金 」 と い う 。 ） は ， 金           

○ ○ ○ ， ○ ○ ○ 円 と す る 。  

 （ 契 約 保 証 金 ）  

第 ４ 条  乙 は ， こ の 契 約 の 締 結 後 ， 契 約 保 証 金 と し て 金           

○ ○ ， ○ ○ ○ 円 を 甲 の 定 め る と こ ろ に よ り 甲 に 納 付 す る 。  

２  契 約 保 証 金 に は ， 利 息 を 付 さ な い 。  

３  契 約 保 証 金 の う ち 金 ○ ○ ， ○ ○ ○ 円 の 納 付 は ， 乙 が こ の 契 約 に

関 し て 甲 に 既 に 納 付 し た 入 札 保 証 金 を こ れ に 充 て る 。  

４  乙 が こ の 契 約 に 定 め る 義 務 を 履 行 し な い 場 合 は ， 第 １ 項 の 規 定

に よ り 乙 が 支 払 っ た 契 約 保 証 金 （ 以 下 「 既 納 契 約 保 証 金 」 と い
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う 。 ） は ， 甲 に 帰 属 す る 。  

５  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て ， 乙 が 当 該 義 務 を 履 行 し な い こ と

に よ っ て 甲 に 生 じ た 損 害 の 額 が 既 納 契 約 保 証 金 の 額 を 超 え る と き

は ， 乙 は ， 甲 に 対 し ， 当 該 損 害 の 額 か ら 既 納 契 約 保 証 金 の 額 を 控

除 し た 額 の 賠 償 を し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 売 買 代 金 の 支 払 ）  

第 ５ 条  売 買 代 金 の う ち 既 納 契 約 保 証 金 を 控 除 し た 金 ○ ○ ， ○ ○ ○

円 の 支 払 は ， 令 和 ４ 年 〇 〇 月 ○ ○ 日 ま で に 甲 の 定 め る と こ ろ に よ

り 行 う 。  

２  乙 は ， 前 項 に 規 定 す る 納 入 期 日 ま で に 売 買 代 金 を 納 入 で き な い

と き は ， 前 項 に 規 定 す る 納 入 期 日 の 翌 日 か ら 納 入 の 日 ま で の 期 間

に 応 じ ， 当 該 未 納 金 額 に 年 １ ４ ． ６ パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ て 得

た 金 額 を 遅 延 利 息 と し て 甲 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 ，

乙 は あ ら か じ め 甲 と 協 議 し ， 売 買 代 金 の 納 入 期 日 の 延 期 に つ い て

甲 の 承 認 を 得 る 。  

３  乙 が 第 １ 項 に 規 定 す る 売 買 代 金 を 支 払 っ た と き は ， 甲 は ， 既 納

契 約 保 証 金 （ た だ し ， 当 該 既 納 契 約 保 証 金 に 利 息 は 付 さ な い 。 ）

を 乙 に 速 や か に 還 付 す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 甲 及 び 乙 は ， 甲 が

有 す る 売 買 代 金 の 残 額 の 支 払 請 求 権 と 乙 が 有 す る 当 該 契 約 保 証 金

の 還 付 の 請 求 権 と を 相 殺 す る 。  

 （ 所 有 権 移 転 登 記 ）  

第 ６ 条  乙 は ， 本 件 土 地 の 所 有 権 移 転 登 記 に 必 要 な 書 類 を ， 甲 の 指

定 す る 日 ま で に ， 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 所 有 権 移 転 登 記 は ， 当 該 所 有 権 移 転 登 記 に 必 要 な 書 類 の

提 出 及 び 次 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 本 件 土 地 の 乙 に 対 す る 引 渡 し の

完 了 後 ， 甲 が 嘱 託 に よ り 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 土 地 の 引 渡 し ）  

第 ７ 条  甲 は ， 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 売 買 代 金 の 支 払 が 完 了 し た と き

は ， 甲 の 指 定 す る 日 に 本 件 土 地 を 乙 に 引 き 渡 す 。  

２  乙 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 引 渡 し を 受 け た と き は ， 当 該 引 渡 し の



２３  

 

完 了 を 確 認 の 上 ， 当 該 完 了 を 確 認 し た 旨 の 書 面 を 甲 に 交 付 す る 。  

３  本 件 土 地 の 所 有 権 は ， 前 項 に 規 定 す る 引 渡 し の 完 了 の 確 認 が 終

了 し た と き に 甲 か ら 乙 に 移 転 す る 。  

 （ 支 障 物 件 の 撤 去 等 ）  

第 ８ 条  甲 は ， 本 件 土 地 に 乙 の 使 用 の 支 障 と な る 物 件 が あ る と き は ，

前 条 の 規 定 に よ る 引 渡 し の 時 ま で に ， そ の 全 て を 撤 去 す る 。 た だ

し ， 乙 及 び 当 該 物 件 の 所 有 者 と の 間 で 協 議 が 整 っ た 場 合 は ， こ の

限 り で な い 。  

２  甲 は ， 本 件 土 地 に 乙 の 使 用 の 支 障 と な る 物 件 が 存 す る こ と に 関

す る 登 記 が 存 す る と き は ， 前 条 の 規 定 に よ る 引 渡 し の 時 ま で に ，

そ の 全 て を 抹 消 し ， 又 は 消 滅 さ せ る 。 た だ し ， 乙 及 び 当 該 物 件 の

所 有 者 と の 間 で 協 議 が 整 っ た 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

 （ 私 権 の 排 除 等 ）  

第 ９ 条  甲 は ， 本 件 土 地 に 対 す る 一 切 の 制 限 物 権 ， 賃 借 権 ， 差 押 え

そ の 他 の 所 有 権 の 完 全 な 行 使 に 対 す る 制 限 に な り 得 る も の （ 乙 の

使 用 の 支 障 と な る 物 件 を 除 く 。 以 下 同 じ 。） が あ る と き は ， 第 ７

条 の 規 定 に よ る 引 渡 し の 時 ま で に ， そ の 全 て を 消 滅 さ せ る 。 た だ

し ， 乙 及 び 当 該 権 利 を 有 す る 者 と の 間 で 協 議 が 整 っ た 場 合 は ， こ

の 限 り で な い 。  

２  甲 は ， 本 件 土 地 に 対 す る 一 切 の 制 限 物 権 ， 賃 借 権 ， 差 押 え そ の

他 の 所 有 権 の 完 全 な 行 使 に 対 す る 制 限 に な り 得 る も の が 存 す る こ

と に 関 す る 登 記 が 存 す る と き は ， 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 引 渡 し の 時

ま で に ， そ の 全 て を 抹 消 し ， 又 は 消 滅 さ せ る 。 た だ し ， 乙 及 び 当

該 権 利 を 有 す る 者 と の 間 で 協 議 が 整 っ た 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

 （ 契 約 の 費 用 ）  

第 １ ０ 条  乙 は ， こ の 契 約 の 締 結 に 関 し て 必 要 な 一 切 の 費 用 を 負 担

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 行 為 の 禁 止 ）  
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第 １ １ 条  甲 は ， こ の 契 約 の 締 結 後 ， 本 件 土 地 に つ い て ， 次 の 各 号

に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。  

 (1) 所 有 権 を 第三 者 に 移 転 す る こ と 。  

 ( 2 )  制 限 物 権 ， 賃 借 権 そ の 他 の 所 有 権 の 完 全 な 行 使 に 対 す る 制

限 に な り 得 る も の （ 乙 の 使 用 の 支 障 と な る 物 件 を 除 く 。 次 号

に お い て 同 じ 。 ） を 設 定 す る こ と 。  

 ( 3 )  制 限 物 権 ， 賃 借 権 そ の 他 の 所 有 権 の 完 全 な 行 使 に 対 す る 制

限 に な り 得 る も の の 設 定 の 登 記 を す る こ と 。  

 (4) 乙 の 使 用 の支 障 と な る 物 件 を 設 置 す る こ と 。  

 (5) 乙 の 使 用 の支 障 と な る 物 件 が 存 す る 旨 の 登 記 を 行 う こ と 。  

 （ 秘 密 の 保 持 ）  

第 １ ２ 条  乙 は ， こ の 契 約 に 関 し て 知 り 得 た 甲 の 業 務 上 の 秘 密 を 外

部 に 漏 ら し て は な ら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し た 後 に お い て も ， 同

様 と す る 。  

 （ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）  

第 １ ３ 条  乙 は ， こ の 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に

譲 渡 し ， 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 た だ し ， あ ら か じ め そ の 内

容 を 明 ら か に し て 甲 の 承 認 を 得 た と き は ， こ の 限 り で な い 。  

 （ 公 租 公 課 の 負 担 ）  

第 １ ４ 条  本 件 土 地 に 対 す る 公 租 公 課 は ， そ の 賦 課 期 日 に お け る 本

件 土 地 の 所 有 権 の 登 記 名 義 人 の 負 担 と す る 。  

 （ 契 約 不 適 合 に 係 る 担 保 責 任 ）  

第 １ ５ 条  甲 は ， 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 第 ５ ６ ２ 条 第 １

項 本 文 及 び 第 ５ ６ ５ 条 の 定 め に か か わ ら ず ， 本 件 土 地 の 種 類 又 は

品 質 に 関 し て ， 乙 に 対 し ， 一 切 の 担 保 責 任 を 負 わ な い 。  

 （ 公 序 良 俗 に 反 す る 使 用 等 の 禁 止 ）  

第 １ ６ 条  乙 は ， 本 件 土 地 を 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 。 以 下 「 暴 対 法 」 と い う 。 ）

第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。 ） 若 し

く は 法 律 の 規 定 に 基 づ き 公 の 秩 序 を 害 す る お そ れ の あ る 団 体 等 で
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あ る こ と が 指 定 さ れ て い る 者 の 事 務 所 そ の 他 こ れ に 類 す る も の の

用 に 供 し ， ま た ， こ れ ら の 用 に 供 さ れ る こ と を 知 り な が ら ， 本 件

土 地 の 所 有 権 を 第 三 者 に 移 転 し ， 又 は 本 件 土 地 に 係 る 貸 借 権 ， 使

用 貸 借 に よ る 権 利 そ の 他 の 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 第 三

者 に 取 得 さ せ て は な ら な い 。  

 （ 契 約 の 解 除 ）  

第 １ ７ 条  甲 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は ，

何 ら の 催 告 を 要 せ ず ， こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 (1) 乙 又 は 乙 の役 員 等 （ 乙 が 法 人 で あ る 場 合 は そ の 役 員 又 は 支

店 若 し く は 営 業 所 （ 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ） の 代

表 者 を ， 乙 が 団 体 で あ る 場 合 は そ の 代 表 者 ， 理 事 そ の 他 経 営 に

実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。 ） が ， 暴 力 団 又 は 暴 対 法 第 ２

条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） で

あ る と き 。  

 (2) 乙 又 は 乙 の役 員 等 が ， 自 己 ， 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な

利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て ， 暴 力

団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き 。  

 (3) 乙 又 は 乙 の役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て ， 資 金

等 を 供 給 し ， 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に

暴 力 団 の 維 持 ， 運 営 に 協 力 し ， 若 し く は 関 与 し て い る と き 。  

 (4) 乙 又 は 乙 の役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知

り な が ら こ れ を 不 当 に 利 用 す る な ど し て い る と き 。  

 (5) 乙 又 は 乙 の役 員 等 が ， 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難

さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と き 。  

２  甲 は ， 乙 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は ， こ

の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 (1) こ の 契 約 の 締 結 又 は 履 行 に つ い て 不 正 の 行 為 が あ っ た と き 。  

 (2) 乙 の 責 め に帰 す 理 由 に よ り 履 行 期 限 ま で に 給 付 を 完 了 す る

見 込 み が な い と き 。  
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 (3) そ の 他 こ の契 約 の 条 項 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。  

３  本 件 土 地 の 引 渡 し 前 に ， 甲 又 は 乙 い ず れ の 責 め に も 帰 さ な い 事

由 に よ り ， 本 件 土 地 が 滅 失 又 は 毀 損 し た と き は ， 甲 又 は 乙 は 相 手

方 に 通 知 し ， こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 （ 違 約 金 ）  

第 １ ８ 条  乙 は ， 前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 甲 が 契 約 を 解

除 し た 場 合 は ， 違 約 金 と し て 売 買 代 金 の ２ ０ パ ー セ ン ト 相 当 額 及

び 契 約 解 除 時 の 本 件 土 地 の 時 価 と 売 買 代 金 の 差 額 （ 売 買 代 金 が 時

価 を 上 回 っ た 場 合 に 限 る 。 ） 相 当 額 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な

い 。 こ の 場 合 に お い て ， 第 ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 甲 に 帰 属 し た

契 約 保 証 金 は ， 違 約 金 の 一 部 に 充 当 す る 。  

２  前 項 の 時 価 は ， 甲 が 甲 の 負 担 で 選 定 し 依 頼 す る 不 動 産 鑑 定 士 が ，

本 件 土 地 に 使 用 収 益 を 制 約 す る 権 利 が 付 着 し て お ら ず ， か つ ， 担

保 等 が 設 定 さ れ て い な い 更 地 と し て 評 価 し た 完 全 所 有 権 価 格 と す

る 。  

３  第 １ 項 の 違 約 金 は 違 約 罰 で あ り ， 損 害 賠 償 の 額 の 予 定 又 は そ の

一 部 と は 解 さ な い 。  

４  乙 は ， 前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 甲 が 契 約 を 解 除 し た

場 合 は ， こ れ に よ り 甲 に 生 じ た 損 害 に つ い て ， 第 １ 項 の 違 約 金 と

は 別 に ， 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 原 状 回 復 義 務 等 ）  

第 １ ９ 条  甲 が 第 １ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を

解 除 し た 場 合 は ， 甲 は ， 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 支 払 っ た 売 買 代

金 を 返 還 す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 甲 が 有 す る 違 約 金 の 支 払 請 求

権 と 乙 が 有 す る 売 買 代 金 の 返 還 の 請 求 権 と の 対 等 額 と は ， 相 殺 す

る こ と が で き る 。 な お ， 当 該 返 還 す る 売 買 代 金 に は 利 息 を 付 さ な

い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て ， 乙 は ， こ の 契 約 の 締 結 に 関 し て

負 担 し た 費 用 ， 本 件 土 地 に 関 し て 支 出 し た 必 要 費 又 は 有 益 費 そ の
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他 乙 が こ の 契 約 及 び 本 件 土 地 に 関 し て 負 担 し た 一 切 の 費 用 の 償 還

を 甲 に 請 求 し な い 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て ， 乙 は ， 乙 の 負 担 に お い て 本 件

土 地 を 甲 が 指 定 す る 日 ま で に 原 状 に 復 し て 甲 に 返 還 し な け れ ば な

ら な い 。  

４  乙 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 本 件 土 地 を 甲 に 返 還 す る と き は ， 甲 が

指 定 す る 日 ま で に ， 本 件 土 地 の 甲 へ の 所 有 権 移 転 登 記 に 必 要 な 書

類 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 地 域 住 民 等 へ の 対 応 ）  

第 ２ ０ 条  乙 は ， 地 域 住 民 等 へ の 対 応 に つ い て は ， 乙 の 責 任 に お い

て ， 十 分 に 理 解 を 得 る よ う 誠 意 を 持 っ て 行 う 。  

 （ 実 地 調 査 等 ）  

第 ２ １ 条  甲 又 は 甲 の 指 定 す る 者 は ， こ の 契 約 に 基 づ く 乙 の 義 務 の

履 行 状 況 を 把 握 し ， そ の 履 行 を 確 保 す る た め に ， い つ で も 乙 に 対

し こ の 契 約 に 係 る 業 務 若 し く は 資 産 の 状 況 に 関 し て 質 問 し ， 実 地

に 調 査 し ， 又 は 参 考 と な る べ き 資 料 そ の 他 の 報 告 を 求 め る こ と が

で き る も の と し ， 乙 は 正 当 な 事 由 が な い 場 合 は ， こ れ に 応 じ な け

れ ば な ら な い 。  

 （ 建 築 行 為 の 制 限 ）  

第 ２ ２ 条  乙 は ， 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ９ 号 ） 第

１ ０ ３ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 換 地 処 分 の 公 告 の 日 ま で ， 土 地 区 画

整 理 事 業 の 施 行 の 障 害 と な る 恐 れ が あ る 土 地 の 形 質 の 変 更 若 し く

は 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 ， 改 築 若 し く は 増 築 を 行 い ， 又 は

土 地 区 画 整 理 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ０ 年 政 令 第 ４ ７ 号 ） で 定 め る 移 動

の 容 易 で な い 物 件 の 設 置 若 し く は た い 積 を 行 お う と す る 場 合 は ，

土 地 区 画 整 理 法 第 ７ ６ 条 の 規 定 に よ る 建 築 物 の 建 築 等 に 関 す る 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 の 清 算 ）  

第 ２ ３ 条  土 地 区 画 整 理 事 業 の 換 地 処 分 に 伴 い 生 じ る 土 地 区 画 整 理
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法 第 １ １ ０ 条 の 規 定 に よ る 清 算 金 等 に つ い て は ， 乙 の 責 任 に お い

て 処 理 す る 。  

 （ 管 轄 裁 判 所 ）  

第 ２ ４ 条  こ の 契 約 か ら 生 じ る 一 切 の 法 律 関 係 に 基 づ く 訴 え に つ い

て は ， 甲 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 裁 判 所 を も っ て 管 轄 裁 判 所 と す

る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ２ ５ 条  こ の 契 約 に 定 め が な く ， か つ ， 仕 様 書 及 び 公 募 要 領 に も

記 載 の な い 事 項 に つ い て は ， 甲 乙 協 議 の 上 定 め る 。  

 

 こ の 契 約 の 締 結 を 証 す る た め ， 甲 と 乙 と は ， 本 書 を ２ 通 作 成 し ，

そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 ， そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 

  令 和   年   月   日  

 

柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号       

甲   柏 市 土 地 開 発 公 社          

理 事 長   鬼  沢  徹  雄      

 

 

乙                    

 

 

 

 別 表  

 

 所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  

１ ４ ０ － １  柏 市 正 連 寺 字 柏 山 伝 兵 衛 受 ４

８ ９ － ３  

雑 種 地  20,310 

１ ４ ０ － ２  柏 市 正 連 寺 字 出 山 ４ ３ ４ － １

９ の 一 部  

雑 種 地  9,277 
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土 地 売 買 契 約 仕 様 書  

 

１  乙 は ， 都 市 計 画 法 ， 建 築 基 準 法 ， 柏 市 条 例 な ど 関 係 法 令 及 び 各

種 の 指 導 要 綱 等 を 遵 守 す る と と も に ， 周 辺 環 境 を 考 慮 し た 適 切 な

土 地 利 用 を 図 る こ と 。  

２  開 発 等 に 必 要 な 手 続 及 び 関 係 機 関 ・ 隣 接 地 権 者 等 と の 協 議 は ，

乙 に お い て 行 う こ と 。 ま た ， 近 隣 住 民 へ の 事 前 説 明 を 徹 底 す る こ

と 。  

３  本 物 件 は ， 複 合 用 途 型 産 業 創 出 地 区 を 目 指 す 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン

キ ャ ン パ ス 地 区 」 ＊ の 中 心 と な る 画 地 で あ る 。 都 市 計 画 等 の 諸 計

画 や ま ち づ く り の 基 準 等 に つ い て 十 分 な 調 査 ・ 検 討 を 行 っ て 事 業

計 画 を 策 定 す る と と も に ， 建 築 物 の 建 設 ・ 整 備 及 び 事 業 の 実 施 に

あ た っ て は 柏 市 等 関 係 機 関 と 十 分 な 調 整 ・ 検 討 を 行 い な が ら 進 め

る こ と 。 な お ， ま ち づ く り の 基 準 は 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

     ＊ 柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 で は ， 柏 の 葉 キ ャ ン パ  

    ス 駅 の 北側 ， 国 道 16号 沿 道 エ リ ア を 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ  

      ン パ ス 地 区 」 と 位 置 づ け ， 交 通 至 便 で 大 学 に も 近 い 立 地 や ，  

      大 規 模 敷地 の 残 る 土 地 条 件 の 優 位 性 ， 2号 調 整 池 を 中 心 と  

      す る 水 ・緑 の 環 境 を 活 か し た 複 合 用 途 型 産 業 創 出 地 区 の 形  

      成 を 目 指し て い ま す 。  

  (1) 柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 ２ ０ １ ９ 改 訂 版 （ 千 葉 県 ，

柏 市 ， 東 京 大 学 ， 千 葉 大 学 ）  

(2) イ ノ ベ ー シ ョン キ ャ ン パ ス 地 区 ま ち づ く り ビ ジ ョ ン  

(3) 複 合 用 途 型 産業 創 出 地 区 （ イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 地  

区 ） の う ち コ モ ン 地 区 に お け る 土 地 利 用 指 導 指 針  

 (4) 柏 北 部 中 央・ 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 駅 周 辺 地 区  地 区 計 画  

 (5) 柏 市 景 観 まち づ く り 条 例  

 (6) 柏 の 葉 国 際キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構 想 委 員 会 に よ る 審 議  

(7) 【 主 な 制 約 】  

   計 画 敷 地 に お い て は ， 「 柏 の 葉 国 際 キ ャ ン パ ス タ ウ ン 構  

  想 」 の コ ン セ プ ト 及 び 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 地 区 ま ち  

  づ く り ビ ジ ョ ン 」 を 踏 ま え た 上 で ， 業 務 機 能 や 商 業 機 能 を 提  

  供 す る 施 設 を 立 地 す る も の と し ま す 。  
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   ま た ， 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ ャ ン パ ス 」 の 中 心 と な る 区 画 に  

  相 応 し い 当 該 地 区 の ま ち づ く り を 先 導 す る 土 地 利 用 を 実 現 す  

  る た め ， 「 柏 北 部 中 央 ・ 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス 駅 周 辺 地 区 地 区 計  

  画 」 に 定 め る 建 築 物 の 用 途 制 限 を 遵 守 す る と も に ， 次 の 施 設

を 建 築 し な い こ と を 売 却 の 条 件 と し ま す 。  

    ア  住 宅 ， 共 同 住 宅 ， 寄 宿 舎 ， 下 宿 ， グ ル ー プ ホ ー ム ， 老  

      人 ホ ー ム， 福 祉 ホ ー ム そ の 他 こ れ に 類 す る も の 等 の 住 居  

      系 の 用 途の 建 築 物  

    イ   ア に 掲げ る 用 途 を 含 む 複 合 建 築 物  

    ウ  神 社 ， 寺 院 ， 教 会 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設  

    エ  自 動 車 教 習 所  

    オ  中 古 車 販 売  

    カ  葬 祭 場  

４  乙 は ， 本 件 土 地 の 売 買 代 金 の 支 払 能 力 を 有 し ， 建 設 資 金 及 び 事

業 資 金 の 調 達 能 力 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

５  歩 道 の 切 り 下 げ 又 は 敷 地 内 の 電 柱 （ 設 置 予 定 も 含 む ） の 移 設 及

び 撤 去 に つ い て は ， 関 係 機 関 と 十 分 協 議 す る こ と 。 な お ， 本 件 土

地 の 利 用 に 当 た っ て 必 要 な 工 事 費 用 等 に つ い て は ， 乙 の 負 担 と す

る 。  

６  境 界 標 は ， コ ン ク リ ー ト 杭 ， 金 属 標 ， 金 属 鋲 ， プ ラ ス チ ッ ク 杭 ，

石 杭 又 は 木 杭 等 に よ り 設 置 さ れ て い る が ， 現 状 の ま ま で の 引 渡 し

と な る 。 な お ， 境 界 標 の 補 修 や 打 ち 直 し は 乙 の 負 担 と す る 。  

７  必 要 な 基 盤 整 備 （ 上 下 水 道 ， ガ ス ， 電 気 ， 電 話 等 ） は 乙 の 負 担

と 責 任 で 行 う こ と 。  

８  埋 設 物 の 調 査 及 び 撤 去 工 事 を 行 う 場 合 は ， 譲 受 人 の 責 任 と 負 担

で 行 う こ と 。  
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８ 手 続 書 類  

 

 

 

○ 一般競争入札に係る手続書類は，本要領のコピー又は柏市のホームページ上

に掲載してあります書式をダウンロードの上使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

  千葉県柏市柏五丁目１０番１号 

  柏市土地開発公社（柏市役所本庁舎３階財政課内） 

  電話 ０４－７１６４－４１４３ 
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令和  年  月  日 

 

一般競争入札参加申込書 

 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

                  〒   － 

             住  所 

         申込者 氏  名                 印 

        （会社名・代表者名） 

             電話番号   （    ） 

 

                  〒   － 

             住  所 

         申込者 氏  名                 印 

        （会社名・代表者名） 

             電話番号   （    ） 

 

 公社保有地売却応募要領の参加資格，条件及び内容等を承諾の上，次のとおり

参加を申込みます。 

物件番号 所  在  地 受付番号 

１ 
柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地

区画整理事業区域内１４０街区１画地及び２画地） 
※ 

【添付書類】 

 申込者の「印鑑証明書」及び「住民票」（法人の場合は登記事項証明書）を添

付してください（発行より３か月以内のもの）。 

共有で申込の場合は，共有者全員の添付書類が必要です。 

【注意事項】 

・受付番号の※のところは，記入しないでください。 受 

付 

印 

 



３３ 

 

令和  年  月  日 

誓  約  書 
 

  柏市土地開発公社  

   理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

                  住所 

                  氏名 

           （会社名・代表者名）                印 

 

                生年月日      年  月  日（   歳） 

 

 

 当社（個人の場合は私）は，下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ること

となっても，異議は一切申し立てません。 

 また，理事長が必要であると判断した場合は，理事長が警察に照会することについて

承諾します。 

記 

 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与し

ている者をいう。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると

き 

 (2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的，又は第三者に損

害を加える目的をもって，暴力団，暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与している

とき 

 (4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不等に利用するな

どしているとき 

 (5) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

 

※ 法人の場合は，役員の役職名，住所，氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付する

こと（書式は任意とします。）。 

※ 個人の場合は，生年月日を記載すること。 
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令和  年  月  日 

土地利用計画書 
 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄 あて 

 

                  〒   － 

             住  所 

         申込者 氏  名                 印 

        （会社名・代表者名） 

             電話番号   （    ） 

 

                  〒   － 

             住  所 

         申込者 氏  名                 印 

        （会社名・代表者名） 

             電話番号   （    ） 

 

下記の公社保有地を買い受けたいので，土地利用計画書を提出します。 

１ 土地の表示 

物件番号 １ 

所在地 柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区

一体型特定土地区画整理事業区域内１

４０街区１画地及び２画地） 

面 積 15,667.90 ㎡ 

２ 土地利用目的 

 

 

 

３ 事業内容 

（建築物を建築する場合は，その用途及び建築予定時期を

記載してください。） 

 

 

 

※関係図面及び利用計画図，工程表等，必要な書類を添付すること。 
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                        令和３年１２月  日 

入  札  書 

 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄 あて 

 

          入札者 住  所 

 

              氏  名                 印 

         （会社名・代表者名） 

 

          代理人 住  所 

 

              氏  名                 印 

         （会社名・代表者名） 

 

  地方自治法，同法施行令，千葉県暴力団排除条例並びにその他関係法令及び 

 公社保有地売却応募要領に記載された事項を承諾の上，下記金額をもって入札 

 します。 

 

○ 入札金額 

 

金 額 

 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

   ※ 金額は算用数字で記入し，金額の頭部に￥をつけること。 

○ 入札物件 

【注意事項】 

・代理人が入札する場合は，入札者の住所及び氏名（印は不要）を記入の上，代

理人の住所及び氏名を記入し，委任状の代理人使用印を押印すること。 

物件番号 所  在  地 

１ 
柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整

理事業区域内１４０街区１画地及び２画地） 
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令和  年  月  日 

委  任  状 

 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

               住  所 

 

               氏  名               印 

          （会社名・代表者名） 

 

 

 私は次の者を代理人と定め，入札物件の一般競争入札に関する一切の権限を委

任します。 

 

      代理人 住  所 

 

          氏  名 

 

 

 

 

 

 

○ 入札物件 

物件番号 所  在  地 

１ 
柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地

区画整理事業区域内１４０街区１画地及び２画地） 

 

 【注意事項】 

  ・代理人使用印の枠内に，代理人が入札時に使用する印鑑を押印してくださ 

   い。入札では，この印鑑以外の使用はできません。 

 

代理人使用印 
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令和  年  月  日 

 

入札保証金納入申出書 
 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

            入札者 住  所 

 

                氏  名              印 

         （会社名・代表者名） 

 

  次の物件の入札保証金として，次のとおり納入しました。 

 

○ 入札保証金 

 

金 額 

 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  ※ 金額は算用数字で記入し，金額の頭部に￥をつけること。 

○ 入札物件 

 

 

 

 

 入札保証金の領収書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

物件番号 所  在  地 

１ 
柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区

画整理事業区域内１４０街区１画地及び２画地） 
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入札保証金返還用請求書 
 

 

金 額 

 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  ただし，令和３年１２月２４日に実施した公社保有地売却一般競 

 争入札（物件番号１）の入札保証金返還分として，上記のとおり請 

 求します。 

 なお，返金金額は，入札保証金から振込手数料を除いた金額とな

ることに異議はありません。 

 

 令和３年１２月２４日 

 

  柏市土地開発公社  

   理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

              住 所 

                

              氏 名                 ㊞ 

 

（振込み先） 

金融機関名 

          銀行 

          金庫      店 

          組合 

口座

種目 

１．普通 

２．当座 

３．その他 
口座番号          

口座名義 

フリガナ 

              

              

              

              

氏 名 
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令和  年  月  日 

 

入 札 辞 退 届 

 

 柏市土地開発公社  

  理事長  鬼 沢 徹 雄 あて 

 

              住 所 

              氏 名                 印 

        （会社名・代表者名） 

              電 話   

 

              住 所 

              氏 名                 印 

        （会社名・代表者名） 

              電 話   

 

 私は，令和３年１２月２４日に開札される下記物件の入札について辞退します。 

 

記 

 

 １ 物件番号   １                           

 

 ２ 物件所在地  柏市（柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画 

          整理事業区域内１４０街区１画地及び２画地）                         

 

 ３ 辞退理由                              
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                   令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

一般競争入札参加申込書 
   

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄   あ て   

 

                  〒 ○ ○ ○ － ○ ○  

             住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

        申 込 者  氏   名  柏   太  郎     印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

             電 話 番 号  ○ ○ （ ○ ○ ○ ○ ） ○ ○ ○ ○  

 

                  〒    －  

             住   所   

         申 込 者  氏   名            印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

             電 話 番 号    （     ）  

 

 公 社 保 有 地 売 却 応 募 要 領 の 参 加 資 格 ， 条 件 及 び 内 容 等 を 承 諾 の 上 ，

次 の と お り 参 加 を 申 込 み ま す 。  

物 件 番 号  所   在   地  受 付 番 号  

○  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  ※  

【 添 付 書 類 】  

 申 込 者 の 「 印 鑑 証 明 書 」 及 び 「 住 民 票 」 （ 法 人 の 場 合 は 登 記 事 項

証 明 書 ） を 添 付 し て く だ さ い （ 発 行 よ り ３ か 月 以 内 の も の ） 。  

 な お ， 共 有 で 申 込 の 場 合 は ， 共 有 者 全 員 の 添 付 書 類 が 必 要 で す 。  

【 注 意 事 項 】  

 

・ 受 付 番 号 の ※ の と こ ろ は ， 記 入 し な い で

く だ さ い 。  

受 

付 

印 

 

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

単 独 名 義 の 場 合  

９ 手続書類の記入例 
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令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 

一般競争入札参加申込書  
   

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄   あ て  

 

                  〒 ○ ○ ○ － ○ ○  

             住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

        申 込 者  氏   名  柏   太  郎     印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

             電 話 番 号  ○ ○ （ ○ ○ ○ ○ ） ○ ○ ○ ○  

 

                  〒 ○ ○ ○ － ○ ○  

             住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

         申 込 者  氏   名  柏   花  子     印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

             電 話 番 号  ○ ○ （ ○ ○ ○ ○ ） ○ ○ ○ ○  

 

 公 社 保 有 地 売 却 応 募 要 領 の 参 加 資 格 ， 条 件 及 び 内 容 等 を 承 諾 の 上 ，

次 の と お り 参 加 を 申 込 み ま す 。  

物 件 番 号  所   在   地  受 付 番 号  

○  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  ※  

【 添 付 書 類 】  

 申 込 者 の 「 印 鑑 証 明 書 」 及 び 「 住 民 票 」 （ 法 人 の 場 合 は 登 記 事 項

証 明 書 ） を 添 付 し て く だ さ い （ 発 行 よ り ３ か 月 以 内 の も の ） 。  

 な お ， 共 有 で 申 込 の 場 合 は ， 共 有 者 全 員 の 添 付 書 類 が 必 要 で す 。  

【 注 意 事 項 】  

・ 受 付 番 号 の ※ の と こ ろ は ， 記 入 し な い で  

 く だ さ い 。  

受 

付 

印 

 

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

共 有 名 義 で 申 込

の 場 合 に は こ ち

ら に 共 有 者 名 を

記 載 し て く だ さ

い 。  

共 有 名 義 の 場 合  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

三 者 以 上 の 場 合 は ， コ ピ ー し て 使 用 し て く だ さ い 。  



４２ 

令和  年  月  日 

誓  約  書 
                                

  柏市土地開発公社  

    理事長  鬼 沢 徹 雄  あて 

 

                  住所 

                  氏名 

           （会社名・代表者名）               印 

 

                生年月日      年 月 日（  歳） 

 

 

 当社（個人の場合は私）は，下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとな

っても，異議は一切申し立てません。 

 また，理事長が必要であると判断した場合は，理事長が警察に照会することについて承諾

します。 

記 

 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的，又は第三者に損害を

加える目的をもって，暴力団，暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不等に利用するなどし

ているとき 

 (5) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

 

※ 法人の場合は，役員の役職名，住所，氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付する

こと（書式は任意とします。）。 

※ 個人の場合は，生年月日を記載すること。 

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

個 人 の 場 合 は 生

年 月 日 を 記 載 し

て く だ さ い 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  



４３ 

令 和   年   月   日   

土地利用計画書 
 

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄  あ て  

 

                    〒    －  

                住   所  

            申 込 者  氏   名         印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

                電 話 番 号    （     ）  

 

                    〒    －  

                住   所  

            申 込 者  氏   名         印  

        （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

                電 話 番 号    （     ）  

 

下 記 の 公 社 保 有 地 を 買 い 受 け た い の で ， 土 地 利 用 計 画 書 を 提 出 し ま

す 。  

１ 土地の表示 

物 件 番 号  ○  

所 在 地  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ 番 ○  

面  積            ㎡  

２ 土地利用目的 

 

 業務用倉庫を建築する。 

 

 

３ 事業内容 

（建築物を建築する場合は，その用途及び建築予定時期を記

載してください。） 

 業務用倉庫 

 令和○○年○○月 

 

※ 関 係 図 面 及 び 利 用 計 画 図 ， 工 程 表 等 ， 必 要 な 書 類 を 添 付 す る こ と 。  

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

共 有 名 義 で 申 込

の 場 合 に は こ ち

ら に 共 有 者 名 を

記 載 し て く だ さ

い 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  



４４ 

令 和 ３ 年 １ ２ 月   日  

入  札   書  

       

柏 市 土 地 開 発 公 社   

 理 事 長   鬼  沢  徹  雄  あ て  

 

          入 札 者  住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

              氏   名  柏   太  郎     印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

          代 理 人  住   所   

              氏   名            印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

 地 方 自 治 法 ， 同 法 施 行 令 ， 千 葉 県 暴 力 団 排 除 条 例 及 び そ の 他 関 係

法 令 並 び に 公 社 保 有 地 売 却 応 募 要 領 に 記 載 さ れ た 事 項 を 承 諾 の 上 ，

下 記 金 額 を も っ て 入 札 し ま す 。  

 

○  入 札 金 額  

 

金  額  

 

百  

 

￥  

十  

 

〇  

億  

 

〇  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

万  

 

○  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

円  

 

○  

  ※ 金 額 は 算 用 数 字 で 記 入 し ， 金 額 の 頭 部 に ￥ を つ け る こ と 。  

○  入 札 物 件  

 

【 注 意 事 項 】  

・ 代 理 人 が 入 札 す る 場 合 は ， 入 札 者 の 住 所 及 び 氏 名 （ 印 は 不 要 ） を

記 入 の 上 ， 代 理 人 の 住 所 及 び 氏 名 を 記 入 し ， 委 任 状 の 代 理 人 使 用 印

を 押 印 す る こ と 。  

物 件 番 号  所   在   地  

１  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

単 独 名 義 の 場 合  



４５ 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月   日  

入  札   書  

       

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄  あ て  

 

          入 札 者  住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

              氏   名  柏   太  郎     印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

          代 理 人  住   所  柏 市 大 島 田 ４ ８ 番 １  

              氏   名  柏   次  郎     印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

 地 方 自 治 法 ， 同 法 施 行 令 ， 千 葉 県 暴 力 団 排 除 条 例 及 び そ の 他 関 係

法 令 並 び に 公 社 保 有 地 売 却 応 募 要 領 に 記 載 さ れ た 事 項 を 承 諾 の 上 ，

下 記 金 額 を も っ て 入 札 し ま す 。  

 

○  入 札 金 額  

 

金  額  

 

百  

 

￥  

十  

 

〇  

億  

 

〇  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

万  

 

○  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

円  

 

○  

 ※ 金 額 は 算 用 数 字 で 記 入 し ， 金 額 の 頭 部 に ￥ を つ け る こ と 。  

○  入 札 物 件  

【 注 意 事 項 】  

・ 代 理 人 が 入 札 す る 場 合 は ， 入 札 者 の 住 所 及 び 氏 名 （ 印 は 不 要 ） を  

記 入 の 上 ， 代 理 人 の 住 所 及 び 氏 名 を 記 入 し ， 委 任 状 の 代 理 人 使 用 印

を 押 印 す る こ と 。  

物 件 番 号  所   在   地  

１  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

共 有 で 入 札 の 場

合 に は 代 理 人 を

二 重 線 で 消 し こ

ち ら に 共 有 者 名

を 記 載 ， 押 印 し

て く だ さ い 。  

共 有 名 義 の 場 合  

三 者 以 上 の 場 合 は ， コ ピ ー し て 使 用 し て く だ さ い 。  

印 鑑 登 録 の あ る 印

（ 実 印 ） を 押 印 ※

共 有 者 も 同 様  



４６ 

令 和 ３ 年 １ ２ 月   日  

入  札   書  

       

柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄  あ て  

 

          入 札 者  住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

              氏   名  柏   太  郎     印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

          代 理 人  住   所  柏 市 大 島 田 ４ ８ 番 １  

              氏   名  柏   次  郎     印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

 地 方 自 治 法 ， 同 法 施 行 令 ， 千 葉 県 暴 力 団 排 除 条 例 及 び そ の 他 関 係

法 令 並 び に 公 社 保 有 地 売 却 応 募 要 領 に 記 載 さ れ た 事 項 を 承 諾 の 上 ，

下 記 金 額 を も っ て 入 札 し ま す 。  

 

○  入 札 金 額  

 

金  額  

 

百  

 

￥  

十  

 

〇  

億  

 

〇  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

万  

 

○  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

円  

 

○  

  ※ 金 額 は 算 用 数 字 で 記 入 し ， 金 額 の 頭 部 に ￥ を つ け る こ と 。  

○  入 札 物 件  

 

【 注 意 事 項 】  

・ 代 理 人 が 入 札 す る 場 合 は ， 入 札 者 の 住 所 及 び 氏 名 （ 印 は 不 要 ） を  

記 入 の 上 ， 代 理 人 の 住 所 及 び 氏 名 を 記 入 し ， 委 任 状 の 代 理 人 使 用 印

を 押 印 す る こ と 。  

物 件 番 号  所   在   地  

○  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

押 印 は

不 要  

委 任 状 の 代

理 人 使 用 印

を 押 印  

代 理 人 に よ る 場 合  

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  



４７ 

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

委  任   状  

 

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄   あ て  

 

            住   所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

 

            氏   名  柏   太  郎      印  

       （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

 私 は 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め ， 下 記 物 件 の 一 般 競 争 入 札 に 関 す る

一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。  

 

      代 理 人  住   所  柏 市 大 島 田 ４ ８ 番 １  

 

          氏   名  柏   次  郎  

 

 

 

 

 

 

  ○  入 札 物 件  

物 件 番 号  所   在   地  

○  柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ 番 ○  

 

 【 注 意 事 項 】  

  ・ 代 理 人 使 用 印 の 枠 内 に ， 代 理 人 が 入 札 時 に 使 用 す る 印 鑑 を 押  

  印 し て く だ さ い 。 入 札 で は ， こ の 印 鑑 以 外 の 使 用 は で き ま せ ん 。  

   

 

代 理 人 使 用 印  

 

印 

法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

委 任 者 の

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  



４８ 

令 和   年   月   日  

 

入札保証金納入申出書 
 

 柏 市 土 地 開 発 公 社   

  理 事 長   鬼  沢  徹  雄   あ て  

 

          入 札 者  住   所  

 

              氏   名            印  

         （ 会 社 名 ・ 代 表 者 名 ）  

 

  下 記 物 件 の 入 札 保 証 金 と し て 次 の と お り 納 入 し ま し た 。  

 

○  入 札 保 証 金  

 

金  額  

 

百  

 

 

十  

 

￥  

億  

 

〇  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

万  

 

○  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

円  

 

○  

  ※  金 額 は 算 用 数 字 で 記 入 し ， 金 額 の 頭 部 に ￥ を つ け る こ と 。  

○  入 札 物 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 入 札 保 証 金 の 領 収 書 の 写 し を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

物 件 番 号  所   在   地  

○   柏 市 ○ ○ 字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 番 ○  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  
法 人 の 場 合 は 法

人 名 ・ 代 表 者 の

氏 名 を 記 載 し て

く だ さ い 。  

入 札 保 証 金 を 納 入 し

た 後 の 取 扱 金 融 機 関

領 収 日 付 印 が 押 印 さ

れ た 領 収 書 の 写 し を

添 付 し て く だ さ い 。  



４９ 

入札保証金返還用請求書 
  

 

金  額  

 

百  

 

 

十  

 

￥  

億  

 

〇  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

万  

 

○  

千  

 

○  

百  

 

○  

十  

 

○  

円  

 

○  

 ただし，令和３年１２月２４日に実施した公社保有地売却一般競争

入札（物件番号１）の入札保証金返還分として，上記のとおり請求し

ます。 

 な お ， 返 還 金 額 は ， 入 札 保 証 金 か ら 振 込 手 数 料 を 除 い た 金 額 と な

る こ と に 異 議 は あ り ま せ ん 。  

 

 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日  

 

  柏 市 土 地 開 発 公 社   

   理 事 長   鬼  沢  徹  雄  あ て  

 

            住  所  柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １  

                

            氏  名  柏   太  郎    ㊞  

 

（ 振 込 み 先 ）  

金 融 機 関 名  

          銀 行  

  ○    ○    金 庫  ○  ○   店  

          組 合  

口 座

種 目  １ ． 普 通  

２ ． 当 座  

３ ． そ の 他  
口 座 番 号   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

口 座 名 義  

フ リ ガ ナ  

カ  シ  ワ   タ  ロ  ウ         

              

              

              

氏  名  柏  太 郎  

 

納 入 さ れ た 入 札 保 証 金 の 額

を 記 入 し て く だ さ い （ 入 札

金 額 で は あ り ま せ ん 。 ） 。  

印 鑑 登 録

の あ る 印

（ 実 印 ）

を 押 印  

通 帳 等 に よ り 正 確 に 記 入 し

て く だ さ い 。  
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 ≪参考≫ 関係法令抜粋   

 

１  地 方 自 冶 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４  

  (一 般 競 争 入 札 の 参 加 者 の 資 格 ) 

 第 １ ６ ７ 条 の ４  普 通 地 方 公 共 団 体 は ， 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を  

  除 く ほ か ， 一 般 競 争 入 札 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を  

  参 加 さ せ る こ と が で き な い 。  

  一  当 該 入 札 に 係 る 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者  

  二  破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者  

  三  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三

年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 三 十 二 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者  

 ２  普 通 地 方 公 共 団 体 は ， 一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が  

  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は ， そ の 者 に  

  つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を 定 め て 一 般 競 争 入 札 に 参 加 さ せ な い こ  

  と が で き る 。 そ の 者 を 代 理 人 ， 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 又 は 入 札  

  代 理 人 と し て 使 用 す る 者 に つ い て も ， ま た 同 様 と す る 。  

  一  契 約 の 履 行 に 当 た り ， 故 意 に 工 事 ， 製 造 そ の 他 の 役 務 を 粗  

   雑 に 行 い ， 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為  

   を し た と き 。  

  二  競 争 入 札 又 は せ り 売 り に お い て ， そ の 公 正 な 執 行 を 妨 げ た  

   と き 又 は 公 正 な 価 格 の 成 立 を 害 し ， 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得

る た め に 連 合 し た と き 。  

  三  落 札 者 が 契 約 を 締 結 す る こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を 履 行 す る  

   こ と を 妨 げ た と き 。  

  四  地 方 自 治 法 第 二 百 三 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 監 督 又

は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執 行 を 妨 げ た と き 。  

  五  正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と き 。  

  六  契 約 に よ り ， 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る 場 合 に お い て ，  

   当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の 事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 っ

た と き 。  

  七  こ の 項 （ こ の 号 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ り 一 般 競 争 入 札 に 参

加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約 の 締 結 又 は 契 約 の 履
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行 に 当 た り 代 理 人 ， 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た

と き 。  

２  地 方 自 冶 法 第 ２ ３ ８ 条 の ３  

  (職 員 の 行 為 の 制 限 ) 

 第 ２ ３ ８ 条 の ３  公 有 財 産 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員 は ， そ の  

  取 扱 い に 係 る 公 有 財 産 を 譲 り 受 け ， 又 は 自 己 の 所 有 物 と 交 換 す  

  る こ と が で き な い 。  

 ２  前 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 は ， こ れ を 無 効 と す る 。  

３  公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ２ ０ 条  

  (役 員 及 び 職 員 の 行 為 の 制 限 ) 

 第 ２ ０ 条  土 地 開 発 公 社 の 役 員 及 び 職 員 は ， そ の 取 扱 い に 係 る 土

地 を 譲 り 受 け ， 又 は 自 己 の 所 有 物 と 交 換 す る こ と が で き な い 。  

 ２  前 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 は ， こ れ を 無 効 と す る 。  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         【問い合わせ先】 

       

      柏市土地開発公社 

      ０４－７１６４－４１４３ 
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